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第１章 計画の策定に当たって 
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１ 計画策定の趣旨 

 

人口減少、少子高齢化が急速に進展していく中で、ひとり暮らし世帯、高齢者世帯が増える

とともに、地域における人と人とのつながりが希薄化して、地域で互いに支えあう関係づくり

が難しくなっている状況です。 

また、社会・経済情勢の変化に伴う雇用環境の悪化等の影響により、生活困窮やひきこもり

による貧困の連鎖や社会的孤立をはじめ、８０５０問題、ダブルケア、さらに、認知症や知的

障害その他の精神上の障害により、財産の管理や日常生活等に支障が出るなど、個人や世帯が

抱える問題は、複雑・複合化しています。 

国においては、これらの地域課題の解決に向け、地域福祉の推進に係る様々な検討がなさ

れ、医療・介護・住まい・生活支援が一体的に提供される“地域包括ケアシステム”や生活困

窮者自立支援制度の創設、成年後見制度の利用促進などについて、市をはじめ、関係機関や団

体、事業者とともに、地域住民が連携して取り組んでいくように方針が示されているところで

す。 

さらに、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住

民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸

ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会で

ある「地域共生社会」の実現に向けて取組を進めることとされています。 

本市では、地域福祉に関する理念や取組の方向性を示す総合的な福祉計画として、平成 18

年３月に「加古川市地域福祉計画」を策定し、５年ごとに見直しを行ってきました。 

上記の社会経済情勢の変化を踏まえ、さまざまな生活・福祉課題の解決に向けて、住民が自

ら行うこと（自助）、地域での見守りや支えあい（互助）、介護保険制度等による社会保険制度

（共助）、公的な福祉サービス（公助）の連携による取組を進めるため、「第４期加古川市地域

福祉計画」を策定します。 

 

■連携による取組のイメージ 
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社会福祉法（抄）  

（地域福祉の推進） 

第４条 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者

は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生

活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地

域福祉の推進に努めなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（市町村地域福祉計画） 「平成 30年４月１日施行」 

第 107 条  市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画

（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

① 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り 

組むべき事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
④ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 
⑤ 前条第１項各号に掲げる事業を実施する場合には、同項各号に掲げる事業に関する事項 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

２ 計画の位置づけ 

 

① 法律の根拠 

地域福祉を推進していく一環として、社会福祉法第 107条で市町村が「地域福祉計画」を策

定することが規定されています。「加古川市地域福祉計画」は、社会福祉法第４条に規定され

た地域福祉の推進を図り、個人が人としての尊厳をもって、家庭や地域の中で障害の有無や年

齢にかかわらず、その人らしく安心して生活ができる地域共生社会の実現という目的を明確

にし、本市の実情にあった地域福祉を計画的に推進するためのものです。 

平成 30年４月施行の改正社会福祉法により、第 107条に地域における高齢者の福祉、障が

い者の福祉、児童の福祉等に関して、共通して取り組むべき事項が規定され、各福祉分野に横

串を通す横断的な体制整備の内容が追加されました。 

さらに、令和３年４月施行の改正社会福祉法により、第４条で地域福祉を推進する上での地

域共生社会の理念の追加や、第 107 条で地域生活課題の解決に向けての包括的支援体制の整

備に関する事項が規定されています。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（地域福祉の推進） 「令和３年４月１日施行」 

第４条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個人を尊重し合いながら、参加し、共生す

る地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

２ 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相

互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を

営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、地域

福祉の推進に努めなければならない 

（市町村地域福祉計画） 「令和３年４月１日施行」 

第 107 条  市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計

画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。 

 ①  地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取 

り組むべき事項 

② 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 
③ 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 
④  地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

⑤ 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 
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② 他の計画との関連 

第４期加古川市地域福祉計画は、「加古川市総合計画」を上位計画とし、これまでに策定さ

れ、実行されてきた各分野別の福祉計画等との整合を図って策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉分野 

加古川市地域福祉計画 

加古川市総合計画 

子ども・子育て支援事業計画 

健康増進計画  

食育推進計画  

（ウェルネスプランかこがわ） 

障がい者基本計画  

障害福祉計画    

障害児福祉計画   

高齢者福祉計画  

配偶者等からの暴力対策基本計画  

 
連携 

補完 

 
支援 

協力 

介護保険事業計画  

その他の分野の 

まちづくり計画

一体的

展開 

自殺対策計画  

再犯防止推進計画  
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３ 計画の期間 

 

本計画の計画期間は、令和３年度から令和８年度までの６年間とし、社会情勢の変化や市民

ニーズに対応するため、必要に応じて計画の見直しを行います。 

 
 

 （年度）Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8  

 

          

  

 

          

  

 

          

  

 

基本構想（～令和 2年） 
総合計画 

後期総合基本計画 

地域福祉計画 地域福祉計画 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

 

障がい者基本計画 

子ども・子育て支援事業計画 

 

配偶者等からの暴力対策基本計画 

健康増進計画（ウェルネスプランかこがわ） 

食育推進計画（ウェルネスプランかこがわ） 

高齢者福祉計画 

介護保険事業計画 

 

子ども・子育て支援事業計画 

 

配偶者等からの暴力対策基本計画 

自殺対策計画 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

 

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

 

障害福祉計画 

再犯防止推進計画 
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４ 計画の策定体制 

 

計画の策定に当たっては、学識経験者、保健・医療・福祉関係者、地域及び市民団体代表者、

市民代表（公募委員）から構成される「加古川市地域福祉計画策定委員会」を設置し、幅広い

分野から意見を取り入れる体制をとっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

既存資料の分析 
 

 

統計資料分析 

既存計画等文献調査 

社会資源調査 

国・県などとの関連性 

 

意見交換会 

及びヒアリング 
 

地域で活動する団体と

の意見交換会及びヒア

リングシートによる調

査 

 

第３期計画の 

取組状況調査 
 

実施担当課への現況調

査による、第３期計画

における取組の現状と

課題の把握 

第３期計画の総括  

現状把握・課題の抽出 

計画案作成 

パブリックコメントの実施 

加古川市地域福祉計画策定委員会 

計画(最終)案作成 

第４期加古川市地域福祉計画 

答申 
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第２章 加古川市の現状について 
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212,233 
227,311 

239,803 
260,567 266,170 267,100 266,937 267,435 

58,271 56,924 49,047 45,478 43,424 

40,603 39,271 36,724 

138,607 
152,321 

167,553 
185,054 186,220 179,276 172,184 

163,163 

15,332 18,066 

22,176 29,697 36,266 

44,564 
55,078 

66,824 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年

(人)

総数 年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

１ データからみた加古川市 

 

（１）人口の推移 

① 人口の推移 

人口の推移をみると、昭和 55年から平成 17年までは増加していました。その後、横ばい傾

向になり、平成 27年には 267,435人となっています。年齢別にみると年少人口（０～14歳）

は減少で推移し、平成 27年には 36,724人（13.7％）となっています。生産年齢人口（15～64

歳）は平成 12年までは増加していたものの、平成 17年には減少となり、平成 27年には 163,163

人（61.0％）となっています。高齢者人口（65歳以上）は増加で推移しており、平成 27年に

は 66,824人（25.0％）となっています。 

 

 

■人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

※ 総人口には年齢不詳を含むため合計が一致しない場合があります 
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261,610 254,860 248,836 241,178 232,624 224,366 

33,663 30,907 30,236 29,742 29,579 28,271 

154,066 148,319 141,974 
133,150 

120,718 113,276 

73,881 75,634 76,626 78,286 82,327 
82,819 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

令和2年 令和7年 令和12年 令和17年 令和22年 令和27年

(人)

総数 年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 高齢者人口（65歳以上）

② 将来の推計人口（目標人口） 

加古川市総合計画では、国立社会保障・人口問題研究所の推計方法に準拠し算出した本市の

人口は令和８年に約 25 万１千人、令和 42 年には約 16 万６千人になると推定されています

が、総合計画に基づく様々な取組を進めることで、将来の目標人口として令和８年に約 25万

４千人、令和 42年には約 20万人の確保をめざすこととしています。 

この推計に基づくと、25年後の令和 27年には、総人口は 224,366人と、令和２年に比べて

37,244 人減少する見込みとなっており、年齢別にみると、年少人口が 5,392 人、生産年齢人

口も 40,790人の減少となる一方で、高齢者人口は 8,938人増加すると見込まれます。 

 

■推計人口「将来の目標人口」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：政策企画課） 
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6,650 
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(人)

(歳)

5,880 

6,187 

6,752 

7,290 

6,269 

7,440 

8,089 

9,114 

10,945 

9,103 

7,805 

7,222 

8,764 

9,982 

8,307 

5,744 

3,472 

1,793 

610 

02,0004,0006,0008,00010,00012,000

(人)
総数 267,435人 

4,418 

4,558 

4,802 

5,014 

4,234 

4,594 

4,885 

5,407 

5,788 

5,958 

5,275 

5,863 

6,888 

7,872 

9,669 

7,946 

6,552 

5,186 

9,911 

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

0～ 4

5～ 9

10～14

15～19

20～24

25～29

30～34

35～39

40～44

45～49

50～54

55～59

60～64

65～69

70～74

75～79

80～84

85～89

90～

(人)

(歳)

4,647 

4,795 

5,051 

5,349 

4,775 

5,185 

5,526 

5,935 

6,531 

6,770 

5,637 

6,522 

7,140 

8,009 

9,091 

6,899 

4,986 

3,246 

3,452 

02,0004,0006,0008,00010,00012,000

(人)

男性 109,546人 女性 114,820人 

総数 224,366人 

③人口ピラミッド 

平成 27 年 10 月時点の人口ピラミッドをみると、昭和 22 年から昭和 24 年に生まれた団塊

の世代（66～68歳頃）を含む年齢層と、昭和 46年から昭和 49年に生まれた団塊ジュニア（41

～44歳頃）を含む年齢層がともに多くなっています。 

令和 27年の推計では、団塊ジュニア（71～74歳頃）も前期高齢者（65～74歳）となり、高

齢化率は 36.9％まで上昇すると見込まれます。 

 

■平成 27年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

※ 総人口には年齢不詳を含むため合計が一致しません 

 

■令和 27年（目標人口） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：政策企画課） 

男性 131,170人 女性 136,265人 
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④ 年齢４区分別人口構成の推移 

年齢４区分別人口構成の推移をみると、年少人口割合は減少で推移しており、平成 27年で

13.7％となっています。一方で、高齢者人口（65歳以上）割合は増加しており、平成 27年で

25.0％と少子高齢化が進んでいます。 

推計によると、令和 22年には高齢者人口の占める割合が全体の３分の１を上回り、なお増

加し続ける見込みとなっています。また、令和７年以降には、高齢者人口のうち後期高齢者人

口（75歳以上）の占める割合が５割を超える見込みです。 
 

■年齢４区分別人口構成の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(資料：国勢調査) 

※ 総人口には年齢不詳を含むため合計が一致しない場合があります 

 

■年齢４区分別人口構成の推移（目標人口） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：政策企画課） 
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⑤ 県下各市町高齢化率の状況 

県下各市町高齢化率の状況をみると、加古川市は高齢化率が 27.8％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：兵庫県市町別高齢化率（令和２年２月１日現在）） 

 

 

（２）人口動態 

① 人口動態 

社会動態をみると、平成 23 年度に増となって以降、平成 24 年度からは減で推移していま

す。自然動態についても、平成 25年度以降は減で推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：自然動態は市統計書、社会動態は住民基本台帳人口移動報告（総務省）） 
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② 加古川市・兵庫県・国の合計特殊出生率の推移 

加古川市の合計特出生率の推移をみると、平成 17年に最も低くなった後、やや上昇傾向に

あります。平成 27年には 1.56となっており、国・兵庫県と比較すると高い水準になっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：兵庫県保健統計年報） 

※ 合計特殊出生率：厚生労働省「人口動態統計」における指標。一人の女性が一生の間に生む子どもの数の目安と

して用いられます。 

 

（３）世帯等の状況 

① 人口と世帯数の推移 

総世帯数の推移をみると、増加傾向で推移しており、平成 27年には 103,495世帯となって

います。また、１世帯当たりの人員は減少して、平成 27年には 2.6人となっており、家族の

少人数化が依然として進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 
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② 高齢者のいる世帯の推移 

高齢者夫婦世帯数をみると、平成 2年から平成 27年の間に、11,695世帯の増加となってい

ます。高齢者単身世帯数では、8,123世帯の増加となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

 

③ 生活保護世帯数の推移 

生活保護世帯数の推移をみると、増加していますが近年はゆるやかな傾向にあり、平成 27

年度から令和元年度までで 123世帯が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：生活福祉課） 
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④ ひとり親世帯数の推移 

ひとり親世帯数の推移をみると、母子世帯数、父子世帯数ともに平成 17年までは増加で推

移していました。平成 17 年からは母子世帯数は横ばい傾向にあり、平成 27 年には 1,645 世

帯となっています。父子世帯数は減少しており、平成 27年には 187世帯となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：国勢調査） 

 

⑤ 認知症の相談件数 

地域包括支援センターに寄せられた認知症への相談件数は、平成 30年度まで増加していま

した。令和元年度は、新型コロナウィルス感染症の影響で、やや減少していますが 3,806件と

なっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：地域包括支援センター活動状況調べ） 
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（４）就学前の保育状況と子育て支援 

① 入園児童の推移 

認可保育所等の入所児童数は増加で推移しており、令和２年には 5,386人となっています。

一方、幼稚園の入園児童数は減少で推移しており、令和２年には 1,438人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：幼児保育課、学務課） 

 

② 認可保育所等の年齢区分別入所児童数の推移 

認可保育所等の年齢区分別入所児童数の推移をみると、いずれの年齢区分も増加傾向にあ

りますが、特に、２歳児と３歳児は一貫して増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：幼児保育課） 
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③ 待機児童の推移 

待機児童の推移をみると、平成 27年に子ども・子育て支援新制度の開始の影響や待機児童

の定義変更で大きく増えた後、減少で推移していましたが、令和元年に再び増加して令和２年

には 61人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：幼児保育課） 

 

④ 児童クラブ入所児童数 

児童クラブ入所児童数の推移をみると、増加しており、令和２年度には 3,209人となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：社会教育・スポーツ振興課） 

※ 各年度４月１日現在。 
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⑤ 子育てプラザ利用者 

子育てプラザ利用者数は、加古川駅南では平成 30年度にいったん減少しましたが、概ね増

加傾向にあり、令和元年度には 84,668 人となっています。東加古川では平成 29 年度以降は

減少傾向にあり、令和元年度には 55,287人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：こども政策課） 

※ プラザ外事業：子育てプラザ主催のイベント等でプラザ外の場所で行った事業。 

 

 

（５）障害者手帳所持者の状況 

① 身体障害者手帳所持者数の推移 

身体障害者手帳所持者数の推移をみると、ほぼ横ばい傾向にあります。いずれの等級も増減

しながら横ばいで推移しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい者支援課） 
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② 療育手帳所持者数の推移 

療育手帳所持者数の推移をみると、概ねすべての区分で増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい者支援課） 

 

③ 精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移をみると、すべての区分で増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：障がい者支援課） 
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２ 地域活動等の状況 

 

（１）町内会（自治会） 

町内会加入世帯数及び加入率の推移をみると、加入世帯数はゆるやかに増加しており、令和

元年度には 95,981世帯となっています。また、加入率は増減を繰り返しながらやや減少傾向

にあり、令和元年度には 90.4％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：協働推進課） 

 

（２）住民主体の集い（通い）の場 

老人クラブは令和２年には 117団体、5,739人と減少していますが、いきいき百歳体操は令

和２年には 164 団体、4,385 人と増加しています。高齢者サロンは緩やかな増加傾向にあり、

令和２年には 191団体、5,103人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：高齢者・地域福祉課 各年４月１日時点） 
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（３）婦人会 

連合婦人会の加入地区・会員数をみると、地区数は平成 26年度と令和２年度に減少してお

り、令和２年度には７地区となっています。会員数は令和２年度には 697人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：男女共同参画センター） 

 

（４）少年団 

加古川市少年団指導者協議会への少年団会員数・加入率をみると、小・中学生児童生徒数の

ゆるやかな減少に伴い、少年団の会員数は減少傾向にあり、令和元年度には 7,742 人となっ

ています。加入率は横ばい傾向で推移していましたが、令和元年度には減少して 36.3％とな

っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：青少年育成課） 
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（５）民生委員・児童委員の活動状況 

令和元年度の民生委員・児童委員の活動状況をみると、内容別相談件数では、「日常的な支

援」、「子どもの地域生活」、「在宅福祉」の順で多くなっています。分野別相談件数では、「高

齢者に関すること」が最も多くなっています。 

 

■内容別相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■分野別相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：高齢者・地域福祉課） 
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（６）ボランティアセンターの登録状況 

市ボランティアセンター登録団体数は、ほぼ横ばいで推移しており、令和２年度は 36団体

となっています。団体の所属人数は減少傾向にあり、令和２年度には 610人で平成 28年度に

比べて 37人減少しています。 

一方、個人登録者数は増加傾向にあり、令和２年度には 73人で平成 28年度に比べて 19人

増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料：加古川市ボランティアセンター） 
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（７）加古川市の市民団体の実態 

平成 30年度に、市内で活動している市民団体に調査を行い、回答があった 549団体の情報

を一つに集めて、まちづくり活動に関心がある市民と団体、他団体との連携をめざす団体同

士を結びつけ、活動のさらなる活性化を図っています。 

 

（平成 30年８月 協働推進課調査） 

 

 

  

対象団体 

 かこがわ市民団体連絡協議会加盟団体（４０団体） 

 東播磨生活創造センター「かこむ」登録団体（５７団体） 

 加古川市内に事務所があるＮＰＯ法人（２１団体） 

 公民館登録団体（３５４団体） 

 人権文化センター登録団体（１１団体） 

 加古川市子育てサークル登録団体（３８団体） 

 加古川市ボランティアセンター登録団体（２４団体） 

※ ４団体は加盟団体が不明 

主な活動分野 

 文化・芸術（１３３団体） 
 生涯学習（９９団体） 
 子育て・教育（６２団体） 
 スポーツ（５８団体） 
 福祉（５１団体） 
 地域活動（４３団体） 
 健康・医療（４３団体） 

 まちづくり（１４団体） 
 環境（６団体） 
 男女共同参画（５団体） 
 国際交流（３団体） 
 人権・平和（２団体） 
 防災・防犯（１団体） 
 その他（２９団体） 



 

25 

3 第３期計画における取組状況 

 

第３期計画に掲げた項目の取組状況から見えてきた問題点を整理しました。 

 

基本目標 １ 地域福祉活動に関する人・基盤づくり 

施策の展開 取組状況 問題点 

（１） 

人材の発掘と育成 

 認知症サポーター養成講座の実施 

 日常生活支援サポーター養成研修
の実施 

 兵庫大学と協働し、家庭における
介護技術取得等の講習会を実施 

 視覚、聴覚障がい者のコミュニケ
ーション支援者の養成講座を実施 

 手話奉仕員、点訳奉仕員のステッ
プアップ講座を実施 

 計画相談支援専門員を対象に事例
検討やスキルアップ研修を実施 

 ファミリーサポートセンター提供
会員を育成する講習会を実施 

 子育てサークルリーダーに対する
支援 

 シニアボランティアの育成を目的
に子育て大学を開講 

 専門職に対して研修会を実施 

 民生委員・児童委員を対象に研修
を実施 

 ゲートキーパー養成講座の実施 

 いずみ会（食生活改善推進員・運動
普及推進員）を対象に研修を実施 

 公民館において地域コミュニティ
事業を実施 

 学習意欲を、ボランティア活動等の地
域活動へ繋げられている例が少ない 

 講座や研修によっては受講する人が少
ない 

 一般市民への普及が十分に図れていな
い 

 養成講座等を終了した者が実際の活動
につなげるための取組が不十分 

 支援者の高齢化や人材不足 

 様々な分野でシニアパワーをボランテ
ィアに繋いでいく仕組みができていな

い 

 知識の習得に地域差が発生する 

 地域ニーズが多様化しており、アドバ
イザーの更なる資質向上が求められる 

（２） 

拠点づくりの推進 

 総合福祉会館内に「障がい者基幹
相談支援センター」「更生保護サポ

ートセンター」「成年後見支援セン

ター」を設置 

 加古川市地域生活支援拠点等施設
整備事業を実施 

 子育てプラザにおいて、各種講座
やイベントを実施 

 子育て広場等での育児相談を実施 

 新規参入事業者に対する必要な助
言等を支援 

 町内会集会所の整備経費の一部を
補助 

 空き店舗活用促進補助の実施 

 空き家活用支援事業補助の実施 

 地域生活支援拠点等の整備促進のため
の事業所が不足している 

 就学前児童数の減少や、教育・保育施設
等の利用者数の増加に伴い、子育てプ

ラザの利用者数が減少傾向にある 

 空き家の活用自体は空き家の所有者が
決定するため、地域の活動拠点確保の

意向と所有者とのマッチングが十分に

できていない 

 令和２年の新型コロナウイルス感染拡
大に伴い、各種の支援事業の開催がで

きなくなった 
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施策の展開 取組状況 問題点 

（３） 

活動の支援 

 出前講座の実施 
 広報紙を発行し、活動の情報発信
や加盟団体の募集を実施 

 障害理解の啓発等の事業への補
助 

 市役所ロビー、市内店舗における
障がい者支援施設の授産品販売
を実施 

 ホームページ、広報かこがわ等に
おいて子育てサークルの活動を
紹介する情報発信 

 世代間交流学習会事業に対し、補
助金を交付 

 社会福祉協議会によるボランテ
ィア研修会や登録グループ代表

者研修を実施 

 講座を利用する団体が限られているた
め、支援が限定的 

 情報発信回数の減少 

 情報誌は、情報収集から発行まで日数が
かかり、情報が古くなってしまう 

 毎年世代間交流学習会事業補助金の申
請件数が減少している 

 町内会に交付する補助金について、複数
存在しており、手続きが煩雑 

 地域の人間関係の希薄化、少子化、役員
の負担の大きさ等により、団体への未加

入者が増えている 

 メンバーの高齢化により、構成団体が減
少 

（４） 

参加意識の醸成 

 全市的なイベント時に一般ボラ
ンティアスタッフを広く募集 

 町内会で行われる敬老事業への
補助 

 老人クラブ活動費の助成 
 福祉バスの運行 
 障がい者スポーツに興味がある
人を対象にふれあいスポーツ教
室を開催 

 「中学校区連携ユニット 12」を活
用した学校園での福祉学習の実
施 

 青少年健全育成事業の実施 
 １日ボランティア体験の実施 
 社会福祉協議会による市民福祉
カレッジや生きがい創造セミナ
ーの実施 

 一般ボランティアとしての参加者が少
ない 

 ボランティアスタッフの固定化と高齢
化が進んでいる 

 きっかけづくりのイベント参加者が少
ない 

 老人クラブの会員数・クラブ数が減少し
ている 

 学校園の行事の精査や、中心となる教職
員の異動等に伴い、効果的な取組ができ

ていない 
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基本目標 ２ 必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

施策の展開 取組状況 問題点 

（１） 

情報提供体制の 

充実 

 広報紙、ホームページ、Facebook、

Twitter、アプリの活用 

 情報冊子、パンフレットの作成 

 市ホームページ内にサイトを構築 

 一部手続の電子申請による受付 

 講座やイベント開催時のアンケー
トの実施 

 民生委員・児童委員による見守り
活動の中での情報提供 

 福祉サービス事業者に対する第三
者評価事業の受審周知 

 適切な発信時期に情報が提供できてい
ない 

 情報入手困難者への情報提供が不十分 

 制度改正やサービスの多様化などの変
化に応じた、迅速な情報提供体制が構

築できていない 

 電子申請の利用者が少ない 

 総合的な地域の社会資源情報の収集と
発信が十分に取り組めていない 

（２） 

相談窓口の充実 

 民生委員・児童委員による相談・支
援の実施 

 地域包括支援センターに主任介護
支援専門員、保健師又は看護師、社

会福祉士を配置 

 「介護者のつどい」を実施 

 障がい者のピアカウンセリング事
業を実施 

 「障がい者基幹相談支援センタ
ー」の設置 

 「子育て世代包括支援センター」
を開設 

 子育てプラザにおいて相談支援体
制を整備 

 乳幼児健康診査未受診訪問の実施 

 心身の健康に関する相談を電話や
地域の公民館や商業施設等で実施 

 民生委員・児童委員の役割が十分に知
られていない 

 職員がスーパーバイザーとしての知識
や技術を身につけていけるよう人材育
成が必要 

 相談員の退職等による知識、経験の継
承が不十分 

 課題があっても相談に踏み切らない市
民への対応が不十分 

 相談件数の増加、相談内容の複雑・多様
化に対して専門職の人員の確保が不十
分 

 各分野別の関係機関や団体との連携の
仕組みはできてきているが、複雑・複合
化した相談への対応が不十分 

（３） 

権利擁護の推進 

 関係機関等とのケース会議や支援
会議を実施 

 虐待通報によるコア会議を開催
し、関係機関等と連携した支援を

実施 

 成年後見支援センター開設 

 市民を対象にした啓発講座や研修
を実施 

 事業者等が取り組む合理的配慮の
提供の促進にかかる助成制度を実

施 

 職員研修で「職員対応要領」を周知 

 要保護児童対策地域協議会の実施 

 庁内ＤＶ対策連絡会議を実施 

 12 中学校区にスクールソーシャル
ワーカーを設置 

 増加する相談への迅速かつきめ細やか
な支援が難しい 

 制度や福祉サービスだけでは解決でき
ない事例が増加 

 虐待案件に関する問題が多様化、複雑
化し、対応に苦慮する事例が増加 

 講座の参加者が少ない 
 講座参加者の年齢層に偏りがある 
 パンフレット配布時の一時的な効果に
限定される場合がある 

 スクールソーシャルワーカーを中学校
区に１名配置しているが、相談のニー
ズが高い校区では、十分な対応ができ
ない状況である 
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施策の展開 取組状況 問題点 

（４） 

自立を支援する 

体制の充実 

 高齢のために独立して生活する
ことに不安があり、家族による援
助を受けることが困難な人に対
し、必要に応じて住居を提供 

 生活困窮者等の自立に向けた相
談支援の実施 

 離職等により住居を失った人や、
失うおそれのある人に対して一
定期間家賃相当額を支給し、就労
支援を実施 

 住居を持たない人に対して一時
的な宿泊場所や衣食を提供 

 債務整理の支援や、家計収支の均
衡を目的とした支援を実施 

 学習習慣を身につけていない子
どもと保護者に対して、将来的な
自立に向けての支援を実施 

 仕事をしたことがない人などに
対し、生活習慣・日常生活の立て
直しを通した就労支援を実施 

 一時的に日常生活に支障が生じ
ているひとり親家庭等に家庭生
活支援員を派遣し、家事援助を実
施 

 社会福祉協議会による民間事業
者と協働したフードドライブを
実施 

 相談内容が多岐にわたるため、相談員の
知識の習得・蓄積が必要 

 情報の周知、支援のための協力者が不足
している 

 市民の認知度が低い 
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 基本目標 ３ 地域の課題を支えあう仕組みづくり 

施策の展開 取組状況 問題点 

（１） 

地域課題の共有 

 生活支援コーディネーターの配置 

 高齢者の日常生活圏域に「ささえ
あい協議会」を設置 

 地域包括ケア推進会議の実施 

 ＮＰＯ法人、ボランティア、地域住
民の協力のもと子育て支援関連施

設を運営 

 加古川市子ども・子育て会議の実
施 

 社会福祉協議会による小地域福祉
活動モデル地区の指定 

 市内全域においてささえあいの仕組み
をつくるには地域の理解と時間が必要 

 取組に対する地域の理解が得られにく
い 

 地域ケア個別会議で把握した地域の課
題の洗い出しはできているが、その解

決のための施策提言には至っていない 

 地域資源を活用した新たな生活支援サ
ービスの開発や連携の仕組みづくりが

不十分 

（２） 

見守り体制の充実 

 居宅寝たきり高齢者等実態調査に
よる 70歳以上の高齢者の把握 

 認知症カフェ運営団体への補助金
交付 

 協力事業者との見守り協定の締結 

 ヘルプカードの導入 

 加古川市自立支援協議会くらし専
門部会での防災訓練の実施 

 民生委員・児童委員と町内会との、
見守り体制づくりの協議を推進 

 見守りカメラの設置及び見守りサ
ービスの実施 

 「加古川市避難行動要支援者名簿
情報の提供に関する条例」の制定 

 地域における避難支援体制づくり
の支援 

 福祉避難所の拡充 

 ヘルプカードの認知度が低い 
 団体間での情報共有が、個人情報保護
により難しい 

 ボランティア数が増えず、意欲継続が
難しい 

 取組や協力体制に地域差がある 
 災害時の避難支援体制について、関係
団体の連携が不十分 

（３） 

福祉・保健・医療

と生活関連分野の 

連携強化 

 地域ケア個別会議、地域ネットワ
ーク会議及び自立支援マネジメン

ト会議の実施 

 地域ケア検討会議及び地域包括ケ
ア推進会議の実施 

 在宅医療・介護連携推進事業の実
施 

 「認知症初期集中支援チーム」の
配置 

 主治医意見書システムの活用 

 医師会、加古川中央市民病院、健康
福祉事務所等との各種連絡会にお

いて、母子・成人保健に関する情報

交換及び支援体制についての協議

を実施 

 会議に参加している専門職に対して、
検討した対象者への事後フォロー内容
のフィードバックができていない 

 引継ぎにおける支援者間の情報共有が
不十分なケースがある 

 医療と介護の連携体制の構築に時間を
要する 

 市民に対して在宅医療・介護連携の理
解を普及啓発する必要がある 

 自宅で受けることのできる介護サービ
ス等の整備が進んでいない 

 認知症初期集中支援チームの対象者
は、さまざまな問題が重複しており、困
難事例が多い 

 システム利用が市と医療関係者間での
連携に留まっている 
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4 地域活動団体等の現状 

 

ボランティア団体・当事者団体・ＮＰＯ団体など、地域で活動している各種団体や企業を対

象に、意見交換会やヒアリングシートによる調査を実施し、現状と課題を整理しました。 

 

（１）かこがわ市民団体連絡協議会 

活動の中で感じている地域の課題（困りごと） 

 活動が平日昼間という若い人が参加しにくい時間も関係しているのか、メンバーの高齢化が進
み、メンバー数も減少している。 

 世代交代の時期にあるが、後進の育成が進んでいない。 

 町内会を含め他団体とのつながりがなく、自分たちの活動で完結してしまっている。 

地域の課題（困りごと）を解決するためにできること 

 活動団体に加入するメリットを増やすこと。 

 若い世代向けの情報発信ツールとしてウェブを活用すること。 

 各地域に住むメンバーが主体となり、地域に活動を伝えたり、避難支援のサポートをすること。 

地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 人材・リーダーの育成をする。 

 団体での活動に止まっているため、他の団体等と、もっとつながっていく必要がある。 

 

（２）加古川市ボランティアセンター登録グループ 

活動の中で感じている地域の課題（困りごと） 

 年々メンバーが減少していて、活動回数も減っている。 

 活動先など外部とのつながりがない。 

 活動内容（手話通訳）が仕事としての活動に変わる流れにあり、ボランティアとしての手話通訳活
動の場が大幅に減少している。 

地域の課題（困りごと）を解決するためにできること 

 参加しやすい養成講座の内容・方法を検討し、和気あいあいとした雰囲気づくりをすること。 

 限定していた活動対象者の枠を広げること。 

 対象者と交流し、実際に関わりながら活動することの重要性を知ってもらうこと。 
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地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 気軽に相談できる窓口を設置する。 

 活動に関する研修や講習会を開催する。 

 活動に関する情報を積極的に発信する。 

 

（３）加古川市老人クラブ連合会 

活動の中で感じている地域の課題（困りごと） 

 マンネリ化している行事が多い。 

 高齢者が増えているにもかかわらず、年々、会員の減少が進み、会員を増やす方策に苦慮して
いる。 

 加入対象である 60歳以上の人でも世代によって考え方に違いがあるため、活動的でない人など

は加入しない傾向がある。 

地域の課題（困りごと）を解決するためにできること 

 活動を見直し、誰もが参加したくなる魅力的な活動を行うこと。 

 会員の増加につなげるため、勧誘活動をこまめに行うこと。 

 地域や行政などと一層の連携を図り、老人クラブの活性化と向上発展に努力すること。 

地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 気軽に相談できる窓口を設置する。 

 活動に関する研修や講習会を開催する。 

 人材・リーダーの育成をする。 

 

（４）加古川市障がい者団体連絡会（６団体） 

活動の中で感じている地域の課題（困りごと） 

 地域の高齢化とともに、近所とのつながりや若い人とのつながりがなくなっている。 

 耳が聞こえないためコミュニケーションが取りづらく、地域の防災訓練に参加できない。 

 マスクをしていると表情が見えず、コミュニケーションが取りづらい。 

 町内会や民生委員・児童委員など地域の人たちに、自分たちの存在を知らせ、障害を理解しても
らって日頃から見守りをお願いしたいが、その対応には地域によって格差がある。 

 障害の程度によって一般的な行動が取れないことや、ルールを守れない場合があることを地域
の人に理解してもらえていない。 

 災害時に避難所生活を支援してくれる人がいるとは限らないため、避難所へ行くことをためらう。 
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地域の課題（困りごと）を解決するためにできること 

 当事者同士でも、お互いに安否確認をしたり、避難行動を確認し合うこと。 

 日頃から地域の人に、挨拶などをして自分たちの存在を知ってもらうこと。 

 聴覚障害のことを知らない地域住民に対し、理解を深めるための活動をすること。 

 町内会や民生委員・児童委員の会議に参加し、障害特性の説明をしたり、支援の必要な当事者
の家庭への訪問や安否確認をお願いすること。 

 困った時に相談できる場所の連絡先を調べておくこと。 

 「何もしてくれない」ではなく、自分のことを知ってもらい、助けてくれる人を増やすこと。 

地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 気軽に相談できる窓口を設置する。 

 活動できる拠点や場所を整備する。 

 活動に関する情報を積極的に発信する。 

 活動に関する研修や講習会を開催する。 

 若い世代への参加を呼びかける。 

 人材・リーダーの育成をする。 

 

（５）ＮＰＯ法人子育てサポート☆きらりｉｎｇ 

活動の中で感じている地域の課題（困りごと） 

 少年団活動がなくなり、また、地域行事などの子どもが地域で関わる場が少なくなってきている。 

 課題を抱えている家庭は、孤独をなくすことを目的としている子育て施設まで出てこない。 

 広報等の情報が届いてほしい家庭に届いておらず、子育て施設の存在を知られていない。 

地域の課題（困りごと）を解決するためにできること 

 家族で多世代の関わる行事へ参加すること。 

 行事や交流を通して、地域に関わることの楽しさを知ってもらうこと。 

 子育て世代が来やすい、話しやすい環境をつくること。 

地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 活動できる拠点や場所を整備する。 

 活動に関する情報を積極的に発信する。 

 若い世代への参加を呼びかける。 
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（６）ＮＰＯ法人神戸の冬を支える会 

活動の中で感じている地域の課題（困りごと） 

 生活困窮者（路上生活者）に対する"自己責任論"の考えによって、支援につながらない人が存

在している。 

 偏見によって、生活困窮者が地域コミュニティに参画することができず、孤立している。 

 相談窓口や支援機関と信頼関係を築くことができないまま相談を諦めてしまう。 

地域の課題（困りごと）を解決するためにできること 

 行政とは違うＮＰＯとしての立場を明確にした活動をすること。 

 どんな相談でも断らず、個別の事案を解決する支援活動をすること。 

 地域へ一方的に理解を促すだけではなく、生活困窮者の実態を知ってもらうこと。 

地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 活動できる拠点や場所を整備する。 

 活動に関する情報を積極的に発信する。 

 

（７）一般社団法人加古川青年会議所（企業関係） 

地域とのつながり等に関する課題（困りごと） 

 独居高齢者へのサービス提供が不足している。 

 地域とのつながり方が分からない。 

 地域の少子高齢化が進んでいる。 

地域での支え合いに必要な取組においてできること 

 市内における様々な異業種の取組や市民に向けてのイベントを強化すること。 

 地域コミュニティに参加すること。 

 町内会、消防団、ＰＴＡ等を支援すること。 

地域活動やボランティア活動の輪を広げていくため必要なこと 

 活動できる拠点や場所を整備する。 

 若い世代への参加を呼びかける。 

 人材・リーダーの育成をする。 
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５ 第３期計画の総括 

第２章における「１ データからみた加古川市」、「２ 地域活動等の状況」、「３ 第３期計

画における取組状況」、「４ 地域活動団体等の現状」から課題を導き出しました。 

これらの課題を、第３期計画における３つの基本目標をもとに整理し、第３期計画の総括を

行うことで、第４期計画のめざす方向性を定めます。 

 

（１）地域福祉活動に関する人・基盤づくり 

地域福祉の担い手の発掘と育成のため、関係機関と連携してさまざまな講座やプログラム

を実施し、新たな担い手とリーダーの育成・確保に向けた取組を行ってきました。しかしなが

ら、各種講座等の参加者は高齢化、固定化してきており、また、養成講座などの参加後に実際

の地域福祉活動にはつなげられていません。そのため、魅力的で参加しやすい内容への見直し

や、地域ニーズと担い手をつなぐ仕組みが求められています。 

地域福祉活動への関心や参加意向のある市民が比較的多い一方で、活動をしたくても、地域

とのつながり方がわからない、地域とともに何に取り組んだらよいのかわからないことから、

活動に参加していない市民が多数います。既存の地域福祉の担い手の高齢化に伴い、活動する

人材の減少が進む中で、地域福祉活動に関心がある人と地域がつながる仕組みや、地域での活

躍の場づくりが必要となっています。 

既に地域で活動している人や団体で、行政が把握できていない人材もいます。そのような人

材を積極的に把握し、それぞれの人材のスキルとそれを活かせる場のマッチングの仕組みを

構築していく必要があります。 

また、地域住民が抱える不安や悩みは多様化しており、それらが複合的に絡み合う問題を抱

えているケースに対して、適切かつ迅速に相談に応じ、必要な支援につなげることが重要で

す。そのため、専門知識を有する人材の一層の資質向上が求められており、関係機関と連携し

た専門職のスキルアップの場が必要となっています。 

 

■「市民活動」への参加意欲                               （市民意識調査：問 7） 

       

                                    

■高齢者の地域住民有志の活動への参加意向   （高齢者福祉及び介護保険事業計画策定における調査：問 22） 

               

 

7.2 45.4 31.7 11.9 3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ぜひ参加したい 機会があれば参加したい あまり参加したいとは思わない

参加したくない 無回答

6.9 5.8 48.1 31.6 7.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

既に参加している 是非参加したい 参加してもよい 参加したくない 無回答
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（２）必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

福祉サービスに関する情報については、広報紙やホームページに加えて、Facebook やアプ

リを活用するなど、必要とする人にとって入手しやすい情報の発信に取り組んできました。 

しかし、依然として、高齢者や障がい者など、情報取得手段がないことや障害特性により、

情報が入手しにくい人への情報発信が課題となっており、情報を受けとる側に寄り添ったよ

りきめ細やかな発信の工夫が必要です。 

また、地域には高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者、犯罪等から立ち直ろうとする人、

外国人など、さまざまな人が暮らしており、生活困窮やひきこもりによる貧困の連鎖や社会的

孤立、８０５０問題やダブルケアなど、地域課題はますます複雑・複合化していることから、

分野横断的な支援が求められています。 

このため、専門的な相談窓口による相談支援に加え、各窓口や専門機関が情報を共有するな

ど連携を強化し、包括的な相談支援体制の構築を図る必要があります。併せて、成年後見や虐

待防止など権利擁護を推進する体制の充実が求められています。 

 

 

■市政に関する情報の入手方法                               

 

（市民意識調査：問 21） 

 

■高齢者の成年後見制度の利用意向 

       

（高齢者福祉及び介護保険事業計画策定における調査：問 60）

3.5%

1.7%

5.8%

24.5%

3.1%

8.0%

55.0%

2.9%

18.2%

86.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

市政に関する情報は入手していない

その他

民間のタウン誌

新聞

ラジオ（BAN-BANラジオ）

ケーブルテレビ（BAN-BANテレビ）

町内会の回覧などによる市からのお知らせ

市公式Twitter、Facebook

市ホームページ

広報かこがわ

3.4 22.3 38.0 25.0 1.6 9.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用を考えたい 高齢になり不安があれば利用したい

頼れる親族がいるため利用しない よくわからない

その他 無回答
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（３）地域の課題を支えあう仕組みづくり 

地域課題の抽出とその解決に向けて、生活支援コーディネーターを配置するとともに、各中

学校区域に「ささえあい協議会」の設置を進めてきました。地域住民、ボランティア、民生委

員・児童委員、事業者、教育機関、社会福祉協議会、行政などがつながり、ともに支援を必要

とする人を支える体制づくりに取り組んでいます。 

現在は、高齢者を主な対象としていますが、今後、地域に暮らすすべての人を支える仕組み

となるような「地域包括ケアシステム」の構築のためには、地域ごとの各主体のつながりはも

とより、関係機関・関係団体間のつながり、地域と専門職とのつながり、横断的なつながりな

ど、地域の課題解決に向けて多様な主体が有機的につながることができるよう、場や機会の拡

充・創出に取り組む必要があります。 

近年、大規模な災害が全国各地で多発しており、平常時からの地域の見守り、助けあい、支

えあいの関係が、災害時における迅速な対応にもつながると考えられています。地域で支援が

必要な人を把握し、支援につなげるためにも、地域の住民主体による見守りや、支える体制の

充実を図る必要があります。 

しかし、新型コロナウイルス感染症の影響により、今までのような見守りができにくくなっ

ていることから、今後は「新しい生活様式」を踏まえた見守り体制を構築することが求められ

ています。 

また、誰もが住み慣れた地域で最期まで自分らしく安心して暮らし続けるために、切れ目の

ない福祉・保健・医療の提供体制を強化するとともに、ＡＣＰ
※

（人生会議）の普及啓発などを

通して、市民一人ひとりが求める人生の最終段階における医療・介護の充実を図っていく必要

があります。 

 

      ■新型コロナウイルス感染予防策のピクトグラム 

 

 

 

 

 

                           （出典：厚生労働省ホームページ） 

 

       ■「一般高齢者」のＡＣＰの認知度 

       
（高齢者福祉及び介護保険事業計画策定における調査：問 40） 

 

※ＡＣＰ（アドバンス・ケア・プランニング、人生会議） 

…人生の最終段階の医療・療養について、本人の意思に沿った医療・療養を受けるためには、ご家族 

等や医療介護関係等とあらかじめ話し合い、また繰り返し話し合う「ＡＣＰ（アドバンス・ケア・ 

プランニング、人生会議）」が重要と言われています。 

3.1 23.4 70.4 3.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

よく知っている 聞いたことがあるがよく知らない 知らない 無回答
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第３章 計画のめざす方向 
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１ 基本理念 

 

第３期計画では、すべての市民が生涯を通していきいきと、自分らしく、安心して暮らせる

よう、地域における様々な担い手がつながり、支え合う仕組みである「地域包括ケアシステム」

の構築をめざして取組を進めてきました。 

第４期計画では、第３期計画の基本的な考え方を引き継ぎ、「地域包括ケアシステム」をさ

らに深化させるため、地域住民が身近な課題を「我が事」として捉え、行政や関係機関、地域

住民が「丸ごと」つながって課題を解決していくことで、持続可能な開発目標であるＳＤＧｓ

の考え方も踏まえながら「誰一人取り残さない地域共生社会」の実現に向けて、次の基本理念

を掲げ施策を展開します。 

 

未来につながる 支えあいのまち 加古川 

～いま一度 みんなでつなぎ育てる 地域
ま ち

づくり～ 

 

 

２ 基本的な視点 

 

基本理念の実現をめざし、３つの基本的な視点を踏まえながら、住民が自ら行うこと（自

助）、地域での見守りや支えあい（互助）、介護保険制度等による社会保険制度（共助）、公的

な福祉サービス（公助）の連携による取組を進めます。 

 

（１）地域における顔の見える関係づくり 

隣近所や身近な人同士が、お互いを理解しようとする心をもち、交流することで、日頃から

つながりをもち、顔の見える関係を築くことが重要です。ただし、「新しい生活様式」を踏ま

えた関係づくりも考慮する必要があります。 

 

（２）協働による地域福祉活動の推進 

地域においては、市民、ボランティア、地域団体、福祉・医療関係者、民間事業者、行政、

社会福祉協議会など、地域福祉を担うそれぞれの主体が、お互いの役割を理解し、それぞれの

強みを生かしながら協働による取組を進めることが重要です。 

 

（３）地域の実情や住民のニーズを反映させた取組 

多様な地域福祉の主体が協働することによって、地域の課題を早期に発見し、地域の実情や

住民のニーズを反映させた課題解決に向けての取組を実践することが重要です。 
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※ 持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ） 

 

持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）とは、平成 27（2015）

年９月の国際サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジェンダ」におけ

る、令和 12（2030）年までの国際社会共通の目標です。 

ＳＤＧｓは、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現するための 17 のゴールと

169のターゲットで構成されています。 

すべての関係者が、「誰一人取り残さない」ために、経済・社会・環境などの広範な課

題に、同時解決的に取り組むことをめざしています。 

ＳＤＧｓのゴールには、「貧困をなくそう」「すべての人に健康と福祉を」「住み続けら

れるまちづくりを」など、地域福祉計画でめざす「誰一人取り残さない地域共生社会」の

実現のための施策と、関連の深い目標が多くあります。 
 

○ 国は「ＳＤＧｓ実施指針」を定め、ＳＤＧｓの達成に向けた取組は地方創生の充実・

深化につながるものであり、地方自治体のさまざまな計画にＳＤＧｓの要素を反映

し、部局横断的に取り組むことを求めています。 

○ 国は令和元（2019）年 12 月に「第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定

し、ＳＤＧｓの推進を求めています。 

○ 本市では、「加古川市総合計画」において、地方自治体を取り巻く社会経済環境のひ

とつとしてＳＤＧｓを位置づけ、市民・事業者・行政などが連携・協力しながら、

積極的に経済・社会・環境などの課題解決に取り組んでいくとしています。 

 

 

■ＳＤＧｓの１７のゴール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

40 

３ 基本目標 

 

基本理念の実現をめざし、３つの基本目標を定め、施策を展開します。 

 

（１）地域福祉活動に関する人・基盤づくり 

地域福祉の担い手となる人材の発掘や育成を図るため、各種講座の効果的な周知方法や魅

力的な内容を検討し、実施することにより、地域活動への参加意識を醸成するとともに、地域

活動につながる仕組みを構築していきます。 

併せて、複雑・複合化している地域課題に対応できる専門性の高い人材の育成に引き続き努

めていきます。 

また、既にさまざまな場所において活動している団体の情報発信や、これらの団体と地域ニ

ーズとのマッチングを図るとともに、地域住民や団体同士が交流する基盤づくりを支援して

いきます。 

 

（２）必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者、犯罪等から立ち直ろうとする人、外国人など、誰

もが必要なサービスを確実に受けられるような情報提供体制や、複雑・複合化する相談に対応

できる包括的な相談支援体制など、関係機関の情報共有や連携による重層的な生活支援体制

の整備を図ります。 

また、高齢者、障がい者、子どもなどへの虐待について、関係機関との連携をより強化し、

迅速に対応していきます。 

さらに、成年後見支援センターの開設に伴い、認知症、知的障害、精神障害などによって判

断能力が不十分な人が、自分らしく安心して生活を続けるためにその人の権利を守る支援を

充実していきます。 

 

（３）地域の課題を支えあう仕組みづくり 

生活支援コーディネーターによる地域資源の把握、地域課題の抽出を進めるとともに、「さ

さえあい協議会」において、地域住民、ＮＰＯ、ボランティア、民生委員・児童委員、教育機

関等が連携し、地域課題の共有や解決に向けての協議を行っていきます。 

さらに、地域のさまざまな担い手の見守り活動の充実を図るとともに、感染症等の新しい脅

威にも対応した災害時における支援体制の構築を図っていきます。 

また、誰もが住み慣れた地域で最期まで自分らしく安心して暮らし続けるための地域包括

ケアシステムの構築に向け、福祉・保健・医療の連携を強化するとともに、ＡＣＰ（人生会議）

の普及啓発などを通して、市民一人ひとりが求める人生の最終段階における医療・介護の充実

を図ります。 
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４ 施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 地域の課題を支えあう 
仕組みづくり 

２   
仕組みづくり １ 地域福祉活動に関する 

人・基盤づくり 

 

未来につながる 支えあいのまち 加古川 

～いま一度 みんなでつなぎ育てる 地域ま ち

づくり～ 
基本理念 

 基本的な視点 

１ 地域における    顔の見える関係づくり   ３ 地域の実情や住民の   ニーズを反映させた取組 

２ 協働による    地域福祉活動の推進 

 基本目標 

(１)人材の発掘と育成 

(２)つながる場の創設 

(３)活動の支援 

(４)参加意識の醸成 

(１)情報提供体制の充実 

(２)相談窓口の充実 

(３)権利擁護の推進 

(４)自立を支援する体制 

の充実 

(１)地域課題の共有  

(２)地域の安全・安心の確保

(３)福祉・保健・医療と生活

関連分野の連携強化 
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5 加古川市がめざす地域福祉のイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

隣近所 

みんなであつまる 
治し、支える 

通院・入院 

訪問診療 

訪問看護 

在宅看取り 

施設看取り 

地域
かこがわ

に暮らす 

■地域の見守り活動 

■避難行動要支援者制度 

■民間事業者との見守り協定 

■ボランティア活動 

見守り、力になる 見守る 

共に活動する 

施設入所 

通所介護 

通所支援 

移動支援 

訪問介護 

訪問支援 

■かかりつけ医 

■病診連携 

■2次医療 

■終末期医療 

■ACP（人生会議） 

  の普及・啓発 

高齢者 

妊産婦 

ひとり親 日常生活圏 

行政の役割 

【地域のニーズに合った施策の推進】 
・高齢者福祉施策の推進 

・認知症施策の推進 

・生活困窮者自立支援 

・子ども・子育てに関する施策の推進 

・障がい者に関する施策の推進 

・再犯防止推進 

【地域福祉活動の拠点づくり】 
【ネットワークの構築】 
【国や県、関係機関との連携】など 

【サービス】 

■居宅系  ■介護予防 

■施設系  ■保育 

■日常生活支援 

生活困窮者 

障がい者 

社会福祉協議会の役割 

・身近な地域での 

住民同士のつながりづくり 
・誰もが参加、活動できる地域づくり 
・総合相談・生活支援の仕組みづくり 
・成年後見支援センターの運営 

子ども 

傷病者 

寄り添い、支える 

地域と協働する 

■子育て大学、出前講座などの啓発 

■地域サロンの推進などの健康づくり 

■いきいき百歳体操 

■認知症カフェ 

参加 

利用 

地域で孤立した人 

地域の暮らしを支え、 
すべてをつなげる 

身近な人 

犯罪や非行から 

立ち直ろうとする人 

～ 誰一人取り残さない地域共生社会 ～ 

ささえあい協議会の役割 

・生活支援の基盤整備 

・地域の課題の把握・集約 

・関係団体間のネットワーク化 

・生活支援コーディネーターの配置 

大学の役割 

・人材の育成 

・地域等との連携による 

地域課題の解決 

学び、育てる 
■学校園 

■ＰＴＡ 

■地域学校協働活動 

通学・通園 

参加 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４章 施策の展開 
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１ 地域福祉活動に関する人・基盤づくり 

 

（１）人材の発掘と育成 

これまで十分に把握できていなかった地域活動団体等の人材を把握し、それらの人材の育

成に努めます。また、複雑・複合化する地域課題に対応するため、専門分野の人材のより一層

の資質向上に努めます。 

 

取組 内容 

地域福祉の担い手

の把握とリーダー

の養成 

■市民団体の実態調査の活用や、大学、活動団体を支援する機関と情報

共有を行い、地域が必要としている人材を把握するとともに、地域福

祉の担い手となるボランティアの育成に努めます。 

■社会福祉協議会等と連携し、身近な地域コミュニティで核となり地域

福祉活動を牽引するリーダーを養成するための研修会を実施します。 

専門職の資質向上

の推進 

■福祉関係機関・団体・行政・福祉施設等の社会福祉従事者、相談員、医

療従事者等を対象とした専門研修や、事例発表の場を通じたグループ

ワークにより、専門職のスキルアップや知識の蓄積を図ります。 

■市が行う出前講座の連続講座の開催や、スキルアップを図るための段

階的な研修の開催により、専門職の参加意欲を促し、資質を向上させ

ます。 

 

（２）つながる場の創設 

地域コミュニティをより活性化し、継続させていくため、地域住民や福祉活動団体が活動

し、交流する場づくりを推進します。また、インターネットを活用したつながる場の創出を支

援し、より広く重層的につながる仕組みの構築を推進します。 

 

取組 内容 

顔の見える関係づ

くりの場の確保 

■地域住民が自主的かつ継続的に活動できる場の確保を支援するととも

に、社会福祉法人や民間事業者など幅広い主体の地域福祉活動への参

加を促進し、新たな交流の場づくりを進めます。 

■総合福祉会館や子育てプラザなど、顔の見える関係づくりの拠点とな

る場の情報について、内容や発信方法の充実を図ります。 

■つながりの希薄化が進む都市部での支え合いのネットワークをつくる

ため、地域のキーパーソンを把握し、情報を共有し合う交流会などの

場を作ります。 

インターネットを

活用したつながる

場の支援 

■インターネットを活用し、時間や場所を問わず、地域福祉活動を担う

者同士の交流や、意見交換を行う場の創設を支援します。 
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（３）活動の支援 

地域で活動している様々な団体が、より積極的に活動を展開できるよう、ホームページで団

体の魅力を発信するなど、各団体が実施する活動を支援します。また、関係機関と連携して地

域と各団体がつながる仕組みづくりに取り組みます。 

 

取組 内容 

活動団体に対する

支援 

■地域福祉活動を行う団体の活動内容について、ホームページやソーシャ

ルネットワーキングサービスなどを活用することにより、団体の魅力

を発信します。 

■地域で活動する団体が実施する事業や、団体同士が協働して取り組む

事業に対する支援を行います。 

地域ニーズと担い

手をつなぐ仕組み

の構築 

■社会福祉協議会、大学、活動団体を支援する機関などと連携し、地域

住民の様々なニーズと、様々なスキルを持った地域活動の担い手とを

マッチングする仕組みの構築を図ります。 

 

（４）参加意識の醸成 

地域住民の地域福祉活動に対する関心が高まるよう、一人ひとりの趣味・経験と地域活動が

融合するような魅力的なイベントや学習会などを開催するとともに、自宅でも受講できるオ

ンライン講座の開催など、参加しやすい環境づくりに努めます。 

また、子どもの頃から福祉意識を醸成する福祉学習を引き続き実施するとともに、若い世代

が地域福祉活動に参画できる取組を推進します。 

 

取組 内容 

参加意欲を高める

魅力的な仕組みの

構築 

■趣味や経験を生かすことで生きがいを感じる内容など、地域住民の参

加意欲が高まるイベントや学習会などを実施します。 

■地域福祉活動への積極的な参加の「きっかけ」と、活動を続ける「楽し

み」となるよう「かこがわウェルピーポイント制度」を活用します。 

■夜間をはじめ参加しやすい時間帯の講座や、自宅でも受講できるイン

ターネットを活用したオンライン講座等の実施を検討します。 

福祉意識の醸成と 

福祉教育の促進 

■学校での福祉学習において、児童・生徒が高齢者、障がい者との交流

や疑似体験を行うなど、子どもの頃から福祉意識の醸成を図ります。 

■高校や大学と連携・協力し、若者が主体的に地域福祉活動に参画でき

る機会の提供に取り組みます。 

■市民を対象にした「福祉」に関するイベントや学習会を開催し、地域

で福祉活動を行う意欲の向上を図ります。 
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２ 必要なサービスを受けられる仕組みづくり 

 

（１）情報提供体制の充実 

福祉サービスに関する情報が、情報取得手段がないことや障害特性により情報を入手しに

くい人にも届くように、適切で効果的な情報発信に努めます。 

また、潜在的に福祉サービスを必要としている人に情報が届くよう、新たな情報伝達手段に

よる身近な地域情報の提供体制を充実させます。 

 

取組 内容 

必要な情報が適切

に「伝わる」情報提

供体制の構築 

■高齢者、障がい者、外国人など、それぞれのコミュニケーション手段

に対応した情報発信を行うとともに、生活ステージに応じた必要な情

報が伝わるよう、適切で効果的な情報発信に努めます。 

身近な地域情報の 

提供の促進 

■広報紙等の従来の情報伝達手段に加え、行政情報アプリ「かこがわアプ

リ」などソーシャルネットワーキングサービスの活用により、身近な地

域情報が潜在的に福祉サービスを必要としている人に伝わる情報発信

を進めます。 

 

（２）相談窓口の充実 

８０５０問題、ダブルケアなどの複雑・複合化する様々な地域課題に対応するため、各相談

窓口の体制強化や相互連携を進め、相談者の属性や世代を問わず、それぞれのニーズに応じた

包括的な相談支援体制を整備していきます。 

 

取組 内容 

相談窓口の強化・

連携 

■介護、障害、子ども、生活困窮など各分野の相談窓口の体制強化を図

るとともに、複雑・複合化した課題に一体的に対応できるよう、各相

談窓口の連携体制をより強化させます。また、連携に当たっては、Ｉ

ＣＴを活用するなど、効率化・迅速化に取り組みます。 

■居住地域や生活ステージに応じた相談を広く受けるため、身近な相談

先としての民生委員・児童委員や、地域の相談窓口である地域包括支

援センターなどの役割を地域住民に周知します。 

相談者のニーズに

応じた相談支援体

制の確保 

■必要な支援が届いていない人への訪問を実施するなど、アウトリーチ

による継続的な支援に努めます。 

■障がい者や認知症家族など、同じような立場にある相談員が相談に応

じるピアサポート事業を実施します。 
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高齢者 

 
障がい者 

 
子ども・子育て 

家庭 

 
生活困窮者 

【生活困窮者を対象 

 にした相談機関】 

くらしサポート 

相談窓口等 

地域包括ケアシステム 

地域移行、地域生活支援

【高齢者を対象にした相談機関】 

地域包括支援センター 

【障がい者を対象にした相談機関】 

基幹相談支援センター等 

【子ども・子育て家庭を対象にした相談機関】 

地域子育て支援拠点 

子育て世代包括支援センター等 

共生型 

サービス 

「必要な支援を包括的に確保する」 

という理念を普遍化 

 

■地域共生社会の実現に向けた「地域包括ケアシステムを含む包括的支援体制」のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）権利擁護の推進 

高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者や外国人など、すべての人が地域において安心して

暮らし続けることができるよう、それぞれの権利が擁護され、必要な支援につなげる仕組みづ

くりを進めます。 

 

取組 内容 

誰もが安心して暮

らし続けられる権

利擁護支援 

■高齢者、障がい者、子ども等に対する虐待やＤＶの防止を図り、また

は早期発見・早期対応するため、地域での見守り活動や困難事例に対

応する「コア会議」を実施するなど、関係機関と連携し迅速に必要な

支援につなぐ仕組みづくりを引き続き進めます。 

■無理解による障がい者、外国人等への偏見や差別が解消されるよう、

一人ひとりの違いを認め、受け入れる地域づくりを進めるための啓発

を行います。 

成年後見制度の利

用促進 

■「加古川市成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、成年後見支援

センターを中心に、成年後見制度の周知・啓発を図るとともに、地域連

携ネットワークを構築することより、必要とする人の制度利用を促進

します。 
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（４）自立を支援する体制の充実 

複雑で複合的な課題を抱える生活困窮者や犯罪・非行から立ち直ろうとする人に対して、関

係機関の連携による継続的な支援を行い、自立を支援するとともに、地域で受け入れる土壌を

醸成します。 

 

取組 内容 

生活困窮者や犯

罪・非行から立ち

直ろうとする人に

対する支援 

■「生活困窮者自立支援法」や「加古川市再犯防止推進計画」に基づき、

複雑で複合的な課題を抱える生活困窮者や、犯罪・非行から立ち直ろ

うとする人に対して、市の福祉分野の部署と関係機関が情報共有の場

を通じて緊密に連携し、自立に向けて継続的な支援を行います。 

■地域住民に対して、生活困窮者や犯罪・非行から立ち直ろうとする人

への理解を深めるため、広報誌などによる啓発を行い、地域で受け入

れる心の醸成を図ります。 

 

  



 

49 

 

３ 地域の課題を支えあう仕組みづくり 

 

（１）地域課題の共有 

高齢者、障がい者、子ども、生活困窮者に関する地域づくりについて、地域住民や事業者な

ど様々な地域主体が地域課題を共有し、課題解決の対策を検討する場や、支えあいの仕組みを

生み出すコーディネート機能を充実します。 

また、地域での取組の成果を全市的に展開したり、施策へつなぐ仕組みを推進します。 

 

取組 内容 

地域課題の解決へ

の支援体制の構築 

■高齢者に関する地域課題について、生活支援コーディネーターが中心

となり、様々な地域主体が参画する「ささえあい協議会」において、そ

の解決に向けた支えあいの仕組みづくりを進めます。 

■子どもに関する地域課題の解決に向けて、学校園が学校運営協議会や

その他地域にある各種団体等と連携することにより、学校園・家庭・

地域が協働しながら、子どもたちの学びと育ちを支える仕組みづくり

を進めます。 

■上記のほか、介護、障害、子ども、生活困窮に係る地域づくりを支援す

る事業を行い、相互の連携に取り組みます 

地域の活動を施策

につなげる取組の

推進 

■地域課題の解決に向けて、地域福祉活動の担い手同士が情報を共有し、

意見交換する場を設け、地域での取組の成果を全市的に展開したり、

施策に反映させる取組を推進します。 

 

（２）地域の安全・安心の確保 

地域で課題を抱えた人の早期発見や犯罪被害の防止に対応するため、地域活動の担い手同

士の連携に加えて、民間事業者との協働やＩＣＴの活用により見守り体制の強化を図ります。 

また、感染症等にも対応した災害時における支援体制の構築に努めます。 

 

取組 内容 

地域ぐるみの見守

り活動の推進 

■社会福祉協議会や民生委員・児童委員、町内会などの身近な地域福祉

活動の担い手同士が連携し実施する、ふれあいサロンや認知症カフ

ェなど、住民主体の見守り活動に対する支援を行います。 

■「見守りカメラ」による犯罪防止、「緊急通報システム」や「見守り

タグ」による見守り、民間事業者と連携した見守りなど、様々な目で

見守る体制を推進します。 

感染症等に対応し

た災害対策の充実 

■「避難行動要支援者制度」の周知と普及を図り、自主防災組織等と福

祉専門職との連携により平常時から防災意識を高めるとともに、避

難行動要支援者の個別支援計画の策定を進めます。 

■災害時の避難支援、避難所や在宅避難における配慮等の様々な取組

に加え、感染症等に対応した避難の支援体制の充実を図ります。 
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（３）福祉・保健・医療と生活関連分野の連携強化 

すべての人が、住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らし続けられるよう、切れ目のな

い福祉・保健・医療の提供体制の構築を進めます。 

また、ＡＣＰ（人生会議）の普及啓発などを通して、市民一人ひとりが求める人生の最終段

階における医療・介護の充実を図ります。 

 

取組 内容 

福祉・保健・医療連

携の強化 

■福祉と医療の専門職などが連携し、支援を必要とする人の情報や課題

を共有することで、必要な支援が切れ目なく適切に提供される体制の

整備を図ります。 

■認知症サポート医、医療・介護の専門職により認知症の早期対応を図

る「認知症初期集中支援チーム」や、リハビリテーション等多職種の専

門職により自立支援に向けたケアマネジメントを検討する地域ケア会

議など、専門職の連携による支援体制を推進します。 

人生の最終段階に

おける在宅ケアの

理解の普及と支援 

■人生の最終段階において、医療機関だけでなく、住み慣れた自宅や施

設で過ごすなど、自らが望む生き方が選択できるよう、在宅医療と在

宅介護の充実や専門職のさらなる連携を図ります。 

■市民に対して、看取りを含めた在宅ケアやＡＣＰ（人生会議）の周知、

啓発を図ります。 
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第5 章 加古川市成年後見制度利用促進基本計画 
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１ 計画の策定に当たって 

（１）計画策定の趣旨 

加古川市成年後見制度利用促進基本計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律第 14

条１項に基づき、成年後見制度の利用促進に関する施策の総合的・計画的な推進を図るために

策定します。 

 

 
成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28年５月施行） 

（市町村の講ずる措置） 

第 14条 市町村は、成年後見制度利用促進基本計画を勘案して、当該市町村の区域における

成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画を定めるよう努めるとと

もに、成年後見等実施機関の設立等に係る支援その他の必要な措置を講ずるよう努めるも

のとする。 

 

（２）計画の期間 

第４期加古川市地域福祉計画と一体的に策定し、令和３年度から令和８年度までの６年間

とします。 

 

２ 成年後見制度を取り巻く現状と課題 

加古川市での法定後見開始等の審判の市長申立て件数はやや増加傾向にありますが、令和

元年に実施した「一般高齢者」に対するアンケートの結果は成年後見制度を「知っている」と

「既に利用している」の合計が 20.9％となっており、広く市民に理解されているとは言えな

い状況です。 

 

■市長申立て件数 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

市長申立て件数（人） 2 4 7 10 6 

（資料：高齢者・地域福祉課） 

 

■「一般高齢者」の成年後見制度の認知度 

 

 

 

 

 

 

（高齢者福祉及び介護保険事業計画策定における調査：問 57） 

20.7 0.2 29.7 38.9 10.5 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている 既に利用している

名前は聞いたことはあるが、概要はわからない 知らない

無回答
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■地域包括支援センターへの相談件数 

 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成 30年度 令和元年度 

認知症・若年性認知症に

関すること（件） 
1,653 2,291 3,276 4,116 3,863 

  ※令和元年度は新型コロナウィルス感染症の影響で相談件数は一時的に減少しています。 

 

このような中、地域包括支援センターに寄せられる認知症に関する相談件数は、年々増加し

ています。また、成年後見制度の潜在的な利用者である、療育手帳所持者数や精神障害者保健

福祉手帳所持者数は、増加傾向にあります。さらに、福祉団体や支援者団体などからは、支援

対象者の金銭管理や諸手続きを、将来の不安とする声が寄せられています。 

このため、認知症や障害により判断能力が十分ではない状態であっても、日常生活上、不利

益を受けることなく、その人らしい生活を送ることができるように、成年後見制度の利用促進

をはじめ権利擁護の取組を進める必要があり、令和２年 10月に総合福祉会館内に「成年後見

支援センター」を開設しました。 

 

３ 基本目標 

課題解決に向け、３つの目標を定め、施策を展開します。 

（１）成年後見制度の普及啓発 

（２）相談機能の充実と利用促進 

（３）地域連携ネットワークづくり 

 

４ 施策の展開 

（１）成年後見制度の普及啓発 

・市民をはじめ、福祉・保健・医療の関係者に対し、成年後見制度及び権利擁護に関する理

解を促すために、チラシやパンフレットの作成及び啓発のための講座を実施します。 

 

（２）相談機能の充実と利用促進 

・市民からの身上保護・金銭管理に関する相談に対する支援を行います。 

・状況によっては対象者宅を訪問するなど相談がしやすい環境づくりを行います。 

・困難な事例などは弁護士会、司法書士会、社会福祉士会と連携し相談を行います。 

・家庭裁判所への申立てを検討している人へ助言をし、申立人が成年後見制度を利用しやす

いように支援します。 

・申立人が存在しないことにより制度利用につながらない場合は、課題解決のために市長申

立てを行います。 

・既に成年後見人等となっている人への助言などを通して、後見業務の負担軽減をめざしま

す。 
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・法人後見、市民後見人など担い手の育成に取り組みます。 

 

（３）地域連携ネットワークづくり 

・社会福祉協議会が実施している日常生活自立支援事業と連携し、切れ目のない適切な制度

活用につなげます。 

・弁護士会、司法書士会、社会福祉士会、サービス事業者、医療関係者、民生委員・児童委

員等の関係機関とネットワークの構築を図り、円滑な連携が行えるように努めるとともに、

成年後見制度の利用促進に関する取組状況の点検、評価等を行います。 

・家庭裁判所との連携を図り、申立てから成年後見業務の運営までが円滑に実施されるよう

に努めます。 
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第6 章 計画の推進 
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１ 市民、事業者、行政等の協働による計画の推進 

 

市民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく地域共生社会を実現させる

には、市民や地域の多様な主体が「我が事」として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を

超えて「丸ごと」つながることが不可欠です。 

そこで、計画の推進に当たっては、市民、地域で活動するボランティア、ＮＰＯ、関係団体、

関係機関や事業者など、地域に暮らすすべての人が、地域福祉活動の重要な担い手であること

を認識し、役割を果たしながら連携することが求められます。 

 

（１）市民の役割 

地域社会は、その地域に暮らす住民が主体となってつくり上げていくものです。地域住民一

人ひとりが、地域のことに関心を持ち、それぞれの役割を理解したうえで、「自分にできるこ

と」を考え、地域福祉活動を担う一員として、具体的な取組を進めていくことが必要です。 

市民一人ひとりが、地域福祉活動に積極的かつ主体的に参加し、さらにはその活動を地域全

体に広げていくことにより、市民主体の支えあいや助けあいの意識が高まり、地域のコミュニ

ティ活性化につながることが期待されます。 

 

（２）民生委員・児童委員の役割 

民生委員・児童委員は、地域で複雑な生活課題を抱える住民にとって、身近な相談相手とな

り、適切な福祉サービスが得られるよう情報提供や援助を行うとともに、関係機関等に協力す

ることで、地域住民の課題解決を支援する役割を担います。 

また、地域における支えあい活動の中心的な存在として、住民同士の結びつきの強化や、行

政、社会福祉協議会と連携した地域福祉活動に取り組むことが期待されます。 

 

（３）地域団体（町内会、老人クラブ等）の役割 

町内会をはじめとする地域団体は、声かけやあいさつなど、日常的な活動をはじめとし、多

くの人に地域活動への参加を呼びかけ、地域の連帯意識の高揚に努めることが必要です。 

また、地域での困りごとを、地域で解決してきた知識と経験を活かして、様々な課題を解決

していくための方策を話しあい、関係機関による支援へつなげたり、団体間で協力して課題の

解決に取り組むことが期待されます。 

 

（４）ボランティア、ＮＰＯ、市民団体等の役割 

ボランティア、ＮＰＯ、市民団体等は、それぞれが明確な目的や専門性を持ち、先駆的で創

造的な活動をしており、支えあい助けあう地域社会の構築に向けて必要となる、人と人とをつ

なぐ大きな力を持っています。 

ボランティアやＮＰＯ活動の参加者として地域住民を受け入れたり、地域団体や事業者等

とも協働した取組を進めることで、地域福祉のけん引役として多様で柔軟な活動が期待され

ます。 
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（５）事業者（社会福祉法人、企業等）の役割 

事業者は、自らの活動が地域住民の暮らしを支え、安心につながることを認識し、多様なニ

ーズに応えるとともに、適切で質の高いサービスの提供と、権利擁護やプライバシー保護への

厳格な対応が求められます。 

また、福祉的な支援が必要な人に配慮した生活関連サービスを提供するとともに、地域住民

との積極的な交流や、行政や各種団体との連携による見守り活動など、地域社会への貢献が期

待されます。 

 

（６）医療機関の役割 

医療機関は、地域で疾患を抱えながら生活する高齢者などの増加に対し、地域完結型の「治

し、支える医療」の推進発展に欠かせない存在です。医療ニーズの高い地域住民の在宅療養の

継続や、在宅や施設での看取り、さらにはそれらを支える家族等を支援することが求められま

す。そのため、「地域包括ケアシステム」の推進に当たって、医療職と多職種との連携を図り

ながら、在宅療養環境の整備を進め、地域の医療体制の充実に取り組むことが期待されます。 

 

（７）大学の役割 

大学は、地域福祉を支える人材の育成において大きな役割を果たしています。専門職の育成

だけでなく、地域福祉のリーダー的人材の育成やボランティアの育成など、地域のニーズに応

じた人材育成の役割が求められます。また、各種団体や行政と連携した事業の展開など、教員、

学生の力を地域に活かし、地域住民と協働して地域の課題解決に取り組むことが期待されま

す。 

 

（８）学校の役割 

学校は、将来の地域福祉を支える人材の育成において大きな役割を果たしています。福祉教

育などを通じて福祉意識の醸成を図るとともに、地域における地域福祉活動のリーダーやボ

ランティアとしての人材を育成する役割が求められます。また、子どもに関する地域課題の解

決をめざし、地域住民等と一体となったコミュニティ・スクールの取組を一層充実させること

が期待されます。 

 

（９）社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会は、「ささえあい 地域でみまもる まちづくり」の実現に向けて、地域住

民、活動団体、事業者、関係機関など幅広い分野の参加と協力のもと、様々な活動を行ってい

ます。地域福祉活動の支援や各種福祉サービス、当事者支援活動やボランティア活動の推進な

どに取り組んでおり、加古川市の地域福祉を推進する中核となる機関です。そのため、地域住

民が身近なところで気軽に相談できる、総合相談窓口としての役割が求められます。 

地域福祉活動に参加するメンバーの力を効果的に活用し、地域福祉のコーディネーターと

して、地域拠点づくりや人材の発掘・育成、市民のニーズをふまえた各種団体などへの支援と

連携に取り組むことが期待されます。 
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（10）行政の役割 

これまで市が中心となって取り組んできた、公的な福祉サービスの提供や行政権限に基づ

く対応や支援は、今後とも、実態、ニーズに即して着実に推進を図っていくことが求められま

す。 

また、市民や各種団体・機関が地域福祉活動に取り組むにあたり、多様な参加機会や情報の

提供、先進的な事例の収集・紹介やモデル的な取組を提示するなど、主体的に地域福祉活動に

参加できるよう、必要な支援を行います。 

さらに、地域における様々な主体と相互に連携・協働するとともに、各主体間の交流や、

様々な主体を巻き込んだ地域福祉活動の展開を支援するなど、地域福祉の多様な主体をつな

げる役割を担います。 
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地域福祉を担う主体が 

連携しあう仕組み 

自助・互助・共助・公助の連携による取組 

核となる主体を中心に、 

小さなネットワークが 

重層的につながる仕組み 

地域
かこがわ

住民 

いま一度 

みんなでつなぎ育てる 

地域
ま ち

づくり 

未来につながる 支えあいのまち 加古川 

２ 地域福祉を担う各主体の関係図 

 

加古川市の地域福祉を推進していくに当たっては、地域福祉を担う主体が、お互いにつなが

りあうとともに、課題に応じて、いくつかの主体がその役割の分野において、関係主体間の核

となることによって、重層的なネットワークを構築し、地域における課題の解決に向けて取組

を進めていくことが重要です。 
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３ 地域福祉の推進 

 

本計画に基づく施策を計画的に、かつ実効性を持って推進するため、計画期間内において、

推進する項目や取組の進捗状況を把握・評価し、必要に応じて適宜見直し等を行い、計画の進

行管理をします。結果や成果を評価すること、住民の意見を反映することにより、計画の着実

な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


